
国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業
（飼料生産組織の運営強化支援のうち飼料生産組織による安定的な国産飼料供給支援）

申請書類の解説及び記入例

事業概要、事業実施手順と留意事項、一般社団法人日本草地畜産種子協会会⾧通知（令和８
年４月２３日付け８日草種協第４７号）を十分確認した上で申請書類を作成ください。

●事業参加申込期間 : 令和８年６月１日（月）～３０日（火）（期限厳守）

●実績報告書提出期限: 令和８年１１月３０日（月）

●提出先:日本草地畜産種子協会の事務委託先（各都道府県の関係団体）等



１．事業参加申込書
別記様式第１号（第２関係） 国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業参加申込書をダウンロードし
てください。

【（重要）必読】を必ず確認してください。

事業参加申込に要する書類データはExcelの各シートに分かれています。



１－１．事業参加申込書
① ⾧期契約の類型
該当する⾧期契約にチェックをしてください。

② 令和８年飼料作物収穫等延べ面積
別紙１の作成により自動で数値が入力されます。
 別紙１には、令和８年度に作付するすべての面積を記載してください。

③ 令和７年飼料作物収穫等延べ面積
 令和７年度事業に参加した飼料生産組織
 令和７年度事業の事業参加申込書に記載した計画面積
 別紙２および農地基本台帳等の確認等書類の提出不要

 令和８年度に初めて事業参加する飼料生産組織
 令和７年度に作付したすべての実績面積を入力
 別紙２を作成し、農地基本台帳等の確認等書類とともに提出

④ 令和６年飼料作物収穫等延べ面積（農地基本台帳等の確認等書類の提出不要）
 令和６年度事業に参加した飼料生産組織
 令和６年度事業の補助金交付申請書に記載した計画面積

 令和７年度から事業参加した飼料生産組織
 令和７年度事業の補助金交付申請書に記載した実績面積

 令和８年度に初めて事業参加する飼料生産組織
 ０ではなく空欄とする

③

④

②

①

※過年度に本事業へ参加し、その後不参加期間を経て再度参加する場合
は、拡大面積の算定を個別に行う必要があります。
これに該当する場合は、事業参加申込前に必ずご相談ください。



１－１．事業参加申込書
⑤ 令和５年飼料作物収穫等延べ面積（農地基本台帳等の確認等書類の提出不要）
 令和５年度事業に参加した飼料生産組織
 令和５年度事業の補助金交付申請書に記載した計画面積

 令和６年度から事業参加した飼料生産組織
 令和６年度事業の補助金交付申請書に記載した実績面積

 令和７年度または令和８年度から事業参加する飼料生産組織
 ０ではなく空欄とする

⑥ 令和８年度の拡大予定面積
自動計算で表示されますので入力は不要です

⑦ 拡大面積の⾧期契約
⑥の拡大予定面積のなかに５年以上の⾧期契約外（交付対象外）が含まれ
る場合は必ずチェックしてください。

⑧ 事業参加要件の確認
事業参加要件となる基準面積からの10％以上の拡大（参照：事業概要P.10-
21）を満たしているかを確認し、チェックしてください。
 点線枠内（自動計算・入力）が「事業参加可」となれば拡大要件を満た
しています。「事業参加不可」の場合は拡大要件を満たしておらずこの
事業に参加できませんので記載内容を確認願います。

⑨ 事業参加申込額
点線枠（自動計算・入力）に⑥の拡大面積を基とした申込額が記載されま
すので、金額を確認の上、同額を枠内へ入力してください。

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



１－１．事業参加申込書
⑩ 確認事項
各事項の内容を確認し、適宜、チェックをしてください。

⑪ 市町村への説明・共有の状況
地域計画への位置付けに資するため、事業参加申込書類一式を揃えて市町
村の担当者へ説明した日時等の情報を入力してください。
 作付収穫するほ場が複数の市町村に存在する場合、飼料生産組織が属す
る市町村へ説明・共有を行うとともに、作付収穫するほ場のうち大部分
の面積を占める市町村に市町村へ説明・共有を行ってください。

⑫ 窓口担当者
委託団体及び当協会がこの申込書の内容を確認し、連絡・調整を行う際の
窓口となる貴組織の担当者様情報を入力してください。

⑩

⑪

⑫



１－２．別紙１
• ⾧期契約の有無に関わらず、令和８年度に作付するすべ
ての面積を漏れなく記載してください。

⑬ 表の種類
供給契約分と作業受託契約分を各々の表に記載してくだ
さい。
 単年契約の面積（⾧期契約を締結していない交付対象外）につ
いても、供給分と作業受託分を各々の表に記載してください。

⑭ 各表の計及び総計
件数によって適宜、行の追加又は削除をしてください。
その場合、計及び総計が正しく反映されていることを必
ず確認してください。（K2～K99、S2～s99の間に行を追
加すれば計算式は維持されます）

⑮ 別紙１の総計
各表の総計の合計値が自動入力されます。また、この値
が②に自動反映されます。

⑯ 所在地
確認等書類（このページの「確認等書類の名称」の欄に
記載の資料をいう。以下、「確認等書類」において同
じ。）と一致する住所を記載してください。

⑰ 面積
確認等書類に記載の面積と同値又は下回る面積を記載し
てください。
 小数点以下は確認書類と合わせることとし、四捨五入や切捨て
は行わないでください。

 二期作又は二毛作で作付する場合は、１作目と２作目それぞれ
に面積を記載してください。なお、永年性飼料作物1番草収穫
後の２番草は「２作目」には該当しないため補助対象外となり
ます。

⑬

⑬

⑭
⑭

⑮

⑯ ⑰
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１－３．別紙２
⑱

⑱

⑲

⑲

⑳

㉑ ㉒

• 別紙２の作成・提出は、原則、令和８年度に初
めて事業参加する飼料生産組織のみです。

• 令和７年度に作付したすべての面積を漏れなく
記載してください。

⑱ 表の種類
供給契約分と作業受託契約分を各々の表に記載してく
ださい。

⑲ 各表の計及び総計
件数によって適宜、行の追加又は削除をしてください。
その場合、計及び総計が正しく反映されていることを
必ず確認してください。（K2～K99、S2～s99の間に行
を追加すれば計算式は維持されます）

⑳ 別紙２の総計
各表の総計の合計値が自動入力されます。また、この
値を③に入力してください。

㉑ 所在地
確認書類等と一致する住所を記載してください。

㉒ 面積
確認書類記載の面積と同値又は下回る面積を記載して
ください。
 小数点以下は確認書類と合わせることとし、四捨五入や切捨
ては行わないでください。

 二期作又は二毛作で作付する場合は、１作目と２作目それぞ
れに面積を記載してください。なお、永年性飼料作物の1番草
収穫後の２番草は「２作目」には該当しないため補助対象外
となります。



１－４．申告書・同意書
• どちらも署名もしくは記名押印が必要です。

• 各項目の内容を必ず確認し、申告書においては該当するところにチェックをしてください。
該当する項目にチェックが無い場合はこの事業に参加できません。

㊞

㊞



１－５．作業面積と供給量の計画（別添３）
• 供給契約を行う場合に提出してください。作業受託契約のみの場合は作成お
よび提出は不要です。

㉓ 作物名
原則、飼料作物ごとに記入してください。

㉔ Ｒ８全体面積
令和８年飼料作物収穫等延べ面積（別紙１）における該当作物の面積を入力してく
ださい。

㉕ 取組前の面積
 Ｒ６年度事業に参加した者は、Ｒ６計画面積における該当作物の面積を入力
 Ｒ７年度事業から参加した者は、Ｒ６実績面積における該当作物の面積を入力
 Ｒ８年度事業から参加した者は、Ｒ７実績面積における該当作物の面積を入力

㉖ Ｒ８全体供給量
過去の収穫量（10aあたりの収量）又は地域の標準収穫量（10aあたりの収量）を基
に全体供給量を設定してください。
 数値がロール数の場合は、下段に単位重量を記載

㉓

㉔㉕

㉖



１－６．添付書類（⾧期契約書の写し）
• 事業参加申込には、拡大面積に係る⾧期契約書の写しが
必要です。

• ⾧期契約書の形式に定めはありません。各主体において
必要な法務チェックを行い、当事者間で合意した契約と
してください。

• 各契約の雛形を「事業実施手順と留意事項」P.8-11に掲載
していますので参考にしてください。

㉗ ⾧期契約の期間
 本事業では５年以上の⾧期契約であることが必須です。
 期間前の収穫は補助対象外となります。

㉘ 必須記載項目
 作物名を記載してください。
 本事業では、飼料の収穫等作業（刈取り・収穫、稲わらの収
集）の規模拡大を行った面積が対象となりますので、作業内容
を明記してください。

 令和８年度の拡大面積（交付対象面積）を満たす作業面積を記
載してください。

㉙ 締結日
 令和８年６月３０日以降の締結日はお受けできませんので、こ
の日以前までに契約してください。

㉗

※ 図は供給契約の例です。

㉗

㉘
㉙



１－７．添付書類（確認等書類）
• 交付対象となる飼料作物収穫延べ面積は、確認等書類（農地基
本台帳、水稲生産実施計画書兼営農計画書）により確認できる
ものとします。

• 別紙１、２に記載した面積に係る確認等書類の写しを提出して
ください。

• 印字の潰れ等により文字（特に数字）が確認しづらい場合があ
るため、提出前に記載内容が明瞭に確認できるかをご確認のう
え、ご提出をお願いします。

㉚ 確認書類等への付番
確認等書類の該当するほ場に別紙の付番を記載のうえ、提出
してください。

供給契約と作業受託契約で表を分けているため、番号だけで
なくK、Sまで記載してください。

付番の記載は手書きでも構いません。

別紙２および別紙２に係る確認等書類を提出される場合（Ｒ
８から新規に事業参加する場合のＲ７に係る書類）は、付番
の前の数字を７にしてください。（例：7K1、7K2）

㉚

㉚
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２．交付申請書
• 別記様式第２号（第４関係） 令和８年度国産飼料生産・利
用拡大緊急対策事業補助金交付申請書 をダウンロードして
ください。

• 押印のうえご提出をお願いします。

① 交付申請書の提出期限
事業参加申込書を基に協会にて割当内示を行います。
割当内示を受けた日から１４日以内に交付申請書を提出してください。

② 交付申請額
割当内示額を記載してください。
（割当内示額は申込額と同額とならないことがありますのでご注意く
ださい。）

③ 事業の目的
飼料生産組織の事業目的を記載してください。
（参考例をそのまま記載することはお控えください。）

④ 添付書類
 別紙を含む事業参加申込書の写しを添付してください。なお、別添
１～３、⾧期契約書の写し及び確認等書類の提出は不要です。

 環境負荷低減のチェックシートを協会HPからダウンロードし、該当
にチェックをしたうえで添付してください。なお、作業受託契約の
場合は「民間事業者・自治体等向け」、供給契約の場合は「農業経
営体向け」を添付してください。

①

㊞

②

③

④



３．実績報告書
• 別記様式第４号（第７関係） 令和８年度国産飼料生産・利
用拡大緊急対策事業補助金実績報告書 をダウンロードして
ください。

• 押印のうえご提出をお願いします。

① 交付決定通知の文書番号
協会より発出した交付決定通知の文書番号を記載してください。

② 交付請求額
• 事業参加申込時の令和８年計画面積から変更がない場合、交付請
求額は交付決定額と同額となりますので、交付決定通知に記載の
交付決定額を入力してください。

• 一方、令和８年計画面積よりも面積が減少した場合は、交付決定
額より減額となります。

• この場合は、割当内示の際の配分率を基に、協会にて算定し記入
いたしますので、空欄としてください。

③ 令和８年に拡大した実績面積
• 自動計算・入力です。
 【交付額計算（最大金額）】で算出される金額は、割当内示の配
分率が反映されておりませんので、交付請求額とイコールではあ
りません。

①

㊞

②

③



３．実績報告書
④ Ｒ８年度の飼料生産販売・作業受託の実績

• 別紙３の作成により自動で数値が入力されます。
 別紙３には、令和７年の収穫等作業に係るすべての面積を記載してください。
• Ｒ７・Ｒ６・Ｒ５年度の飼料作物収穫等延べ面積は、事業参加申込書と同じ
数値を入力してください。

⑤ 飼料生産組織の規模拡大における改善した事項
• 無記入は受け付けられませんので、必ず記載をするようお願いします。（参
考例をそのまま記載することはお控えください）

⑥ Ｒ８年度におけるすべての支出証憑書類一覧
• ⾧期契約の有無に関わらず、令和８年度のすべてを記載してください。した
がって、契約相手畜産農家欄には、別紙３に記載の販売先農家・委託契約先
農家のすべてが記載されます。

• 適宜、行の追加を行ってください。その場合、合計が正しく反映されている
ことを必ず確認してください。

 面積
面積はアールではなく、ヘクタールです。また、面積の合計は別紙３の総計
と同値となります。
 作業受託の場合は、証憑書類に記載の面積を入力してください。
 供給契約の場合は、申告となる面積を入力してください。

 納品数量
証憑書類の数値を記載してください。作業受託の場合は空欄で結構です。

 受託作業終了月日、納品月日、請求月日
証憑書類の各日付を記載してください。該当しない箇所は空欄で結構です。

⑦ 振込先
支店名の誤り等の不備がないよう記載のご確認をお願いします。

④

⑤

⑥

⑦



３－１．別紙３
• 令和８年の収穫作業に係るすべての面積を漏れなく記載してください。

• 記載方法は１－２の別紙１、１－３の別紙２に準じます。

※ 作業受託省略

【契約農家の構成に変更がある場合】
事業参加申込時から契約農家の構成に変更が生じた場合は、追加した契約農家との
⾧期契約書の写しを実績報告書に添付のうえ提出してください。

【令和８年度の全体の収穫等作業面積に減少がある場合】
交付申請時の面積拡大が未達成となるため、その原因が既存分、拡大分に関わらず
減少した理由書（様式自由）を実績報告書に添付のうえ提出してください。

【事業参加申込時と異なる土地がある場合】
当該土地の確認等書類（農地基本台帳・営農計画書）の写しを実績報告書に添付の
うえ提出してください。
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３－２．作業面積と供給量の実績（別添３）
• 供給契約を行う場合に提出してください。作業受託契約のみの場合は作成お
よび提出は不要です。

• 【事業参加申込時】の内容を申込提出した内容から変更しないでください。

㋐ Ｒ８全体面積
令和８年飼料作物収穫等延べ面積（別紙３）における該当作物の面積を入力してく
ださい。

㋑ 取組後の拡大供給分
⾧期供給契約先（新規拡大および継続拡大）への供給量（ロール個数または重さ）
を証憑書類に基づいて入力してください。
 青色点線で示している割合（％）について、「④Ｒ８の供給量の実績」が「③Ｒ
８収穫作業面積の実績」を下回ると、拡大面積分の供給を⾧期契約者へ行ってい
ないことになります。これに該当する場合は、別途理由を報告してください。

㋒ 左記以外分
⾧期契約外（単年契約）の供給量（ロール個数または重さ）を証憑書類に基づいて
入力してください。

㋐

㋑ ㋒



３－３．添付書類（証憑書類の写し）
 拡大面積分だけではなく、令和８年度の収穫等作業に係るすべての取引先農家との取引が終了したことが分かる証
憑書類の写しを提出してください。
 供給契約（生産・販売）の場合

• 納品数量が確認できること
• 飼料・稲わらの販売代金の請求日や同農家からの納金日が確認できること

 作業受託契約の場合
• 収穫等面積が確認できること
• 受託料金の請求日や同農家からの納金日が確認できること

 実績報告書提出期限までに納品が完了しない等の理由で書類が整わない場合は、一括請求書等を作成してください。

※ 事業参加者がTMRセンターであるため、実績報告提出期限までに供給が完了しない、又は事業実施年度内の供給
がないという場合は、証憑書類の代わりとして次の書類のどちらかを実績報告書に添付してください。

• 供給先となる畜産農家等からの注文書およびＴＭＲ現物と材料を記載した供給計画書
• 供給先となる畜産農家等宛ての一括請求書および配合表



３－４．添付書類（土壌分析結果の写し）
 対象範囲： 新規拡大面積（12千円/10a以内）、拡大継続面積（５千円/10a以内）

• 対象範囲を満たしていない場合、当該面積分は補助金交付対象外とします。
• 分析は必ずしも圃場筆ごとでなくても構いません。土壌分析は｢良質な飼料生産に必要な頻度・回数｣であり、土質が同じで地続きなら一つ
のまとまり、飛び地なら圃場ごとなど、各地域で合理的に説明できる範囲で決定願います。

• 稲わらの収集のみでも、土壌分析は必要です。

 分析機関：
• 公的な分析機関に限らず、分析を業として実施している農協連、民間会社、飼料会社等でも可能です。
• 分析結果から分析機関名を読み取れない場合、提出の際に手書き等で分析機関名を補足してください。

 分析依頼・費用負担：
• 原則、分析依頼者は事業に参加する飼料生産組織とします。
• 分析結果から依頼者を読み取れない場合、提出の際に手書き等で飼料生産組織名を補足してください。
• 農作業を委託する農家や、土地を貸す農家が分析行う場合においても、分析費用は事業に参加する飼料生産組織が負担する必要があります。
その場合、飼料生産組織が費用を負担したことを証する書類(領収書など)を保管する必要があります。

 分析時期：
• 作付前・収穫後いずれでも構いませんが、原則、実績報告書提出期限（11月30日）に間に合うよう実施してください。なお、作付前の分析
実施の場合は事業年度内に限ります。

• 飼料作物作付地の所有者等が事業開始年度に土壌分析を実施した場合は、飼料生産組織が費用を負担の上、分析値データを当該飼料作付地
の所有者等から提供を受けても差支えありません。ただし、当該所有者が事業開始年度よりも前に分析している場合は、飼料生産組織が改
めて分析を実施してください。

 提出時の留意点：
• 分析結果がどのほ場のものであるかが分かるように、分析結果に実績報告書別紙３の付番を記載のうえ提出してください。（分析対象と
なったほ場グループでも結構ですので、分析結果と実績報告書の別紙３とが関連付けられるようにしてください。）



３－５．添付書類（飼料分析結果の写し）
 対象範囲： 新規拡大面積（ 12千円/10a以内）、拡大継続面積（５千円/10a以内）

• 対象範囲を満たしていない場合、当該面積分は補助金交付対象外とします。
• 作業受託の場合は、受託先ごとに実施してください。
• 最低でも飼料の草種別、品目別に分析を実施してください。

 分析機関：
• 公的な分析機関に限らず、分析を業として実施している農協連、民間会社、飼料会社等でも可能です。
• 分析結果から分析機関名を読み取れない場合、提出の際に手書き等で分析機関名を補足してください。

 分析依頼・費用負担：
• 原則、分析依頼者は事業に参加する飼料生産組織とします。
• 分析結果から依頼者を読み取れない場合、提出の際に手書き等で飼料生産組織名を補足してください。
• 農作業を委託する農家や、土地を貸す農家が分析行う場合においても、分析費用は事業に参加する飼料生産組織が負担する必要があります。
その場合、飼料生産組織が費用を負担したことを証する書類(領収書など)を保管する必要があります。

 分析時期：
• 原則、実績報告書提出期限（11月30日）に間に合うよう実施してください。
• 11月に収穫予定により飼料分析結果が遅れる場合は、翌年1月末までに提出してください。

 提出時の留意点：
• 本事業と関わりのない飼料（飼料作物でない作物が明記されているなど）の分析結果を提出されないよう提出前には十分にご確認願います。



３－４．添付書類（別添４：撮影ほ場一覧）
 対象範囲：
新規拡大面積（12千円/10a以内）、拡大継続面積（５千円/10a以内）
• 対象範囲である拡大ほ場をすべて撮影してください。
• 隣接する複数ほ場の一括撮影も可としますが、飼料作物の生育状況が分か
る距離で撮影してください。

• 対象範囲を満たしていない場合、当該面積分は補助金交付対象外とします。

 撮影時期：
• 原則、収穫（収集）前とします。
• 収穫（収集）時の撮影も可能ですが、収穫（収集）後のロールベールが圃
場に存置されている風景ではなく、飼料作物が生育している状況の撮影と
してください。

 提出書類：別添４ 撮影ほ場一覧
① 写真貼付
写真データを写真貼付欄に貼り付けてください。

② 撮影日
貼り付けた写真の撮影日を記載してください。

③ ほ場情報
当該写真に写っているほ場について、別紙３における付番・所在地・契約先農
家（販売先または作業受託先）を記載してください。

②

③①


